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件   名  
亀山市手数料条例の一部を改正

する条例  

産業建設部  

都市整備課  

１ 制定・改廃の背景と趣旨  

建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に

関する政令（平成３０年政令第２５５号。平成３０年９月１２日公布）によ

り建築基準法施行令が改正されたことに伴い、市において行う認定事務が追

加されたことから、当該認定事務に係る手数料を定めるため、所要の改正を

行います。  

２ 改正内容  

県が行っていた建築物の敷地に対する接道規制の適用除外に係る許可のう

ち、国土交通省令で定める基準に適合する幅員４ｍ以上の道に２ｍ以上接す

る一戸建ての住宅の敷地については、限定特定行政庁である市が接道規制の

適用除外に係る認定を行うこととなったことから、当該認定事務に係る手数

料を定めます。 ＜別表第３関係＞  

３ その他  

施行日は、公布の日とします。  

 



 

 

2 

亀山市手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表第３（第２条関係） 別表第３（第２条関係） 

１ 建築基準法関係手数料 １ 建築基準法関係手数料 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１及び２ （略） （略） （略） 

３ 法第４３条第２項第１

号の規定に基づく道に接

する建築物の認定の申請

に対する審査 

建築物の敷地と道路

との関係の建築認定

申請手数料 

２７，０００円 

４～１１ （略） （略） （略） 
 

手数料を徴収する事務 手数料の名称 金額 

１及び２ （略） （略） （略） 

 

 

 

 

  

３～１０ （略） （略） （略） 
 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

 


